
【市民アンケート】

調査対象：委託したアンケート調査会社に登録されている国民　1,000人

調査時期：平成28年６月～７月

調査手法：ＷＥＢ調査

回答状況：回答者数  1,000人（平成27年度 1,000人）

※　回答者数が1,000人になるよう設定

問１　一般職の国家公務員の倫理感について、現在、どのような印象をお持ちですか。

n：有効回答者数（以下同じ）

n：有効回答者数（以下同じ）

市民アンケートの結果

○　「倫理感が高い」又は「全体として倫理感が高いが、一部に低い者もいる」と回答した理由
　　（複数回答可）
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【市民アンケート】

○　「全体として倫理感が低いが、一部に高い者もいる」又は「倫理感が低い」と回答した理由
　　（複数回答可）

問２　あなたが一般職の国家公務員の仕事への取組について感じているお気持ちをお選びくだ
　　さい。
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【市民アンケート】

問４　このアンケートが届く以前、倫理法・倫理規程についてどの程度御存知でしたか。

問３　一般職の国家公務員の職務に係る倫理保持の現状を踏まえると、現在、一般職の国家公
　　務員の姿勢として、不足している、あるいは更に求められると思うものを３つ以内でお選びくだ
　　さい。
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法令を遵守し、職務を公平、公正に行うこと
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業務の透明性を高め、説明責任を果たすこと

いわゆる縦割り行政とならないよう、幅広い

国家的視野を持って職務を遂行すること
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【市民アンケート】

問５　倫理規程で定められている行為規制の内容全般について、どのように思いますか。

問７　あなたは、趣味・仕事にかかわらず、ゴルフをしますか。

問６　倫理規程で定められている行為規制の各論についてお聞きします。以下のア～キの行為規制
　　について、どのように思いますか。
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【市民アンケート】

問８　ゴルフに対してどのようなイメージをお持ちですか。以下の中からお選びください。
　　（複数回答可）

問９　このアンケートを受ける前から、あなたは「国家公務員が利害関係者と共にゴルフをするこ
　　とが禁止されていること」を御存知でしたか。

問10　国家公務員が利害関係者と共にゴルフをすることに対する考えについて、次の記述のう
　　ち最も近いものはどれですか。１つお選びください。

問11　スポーツの中でゴルフのみが倫理規程の禁止行為として列挙されていることについて、
　　どのようにお感じですか。
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【市民アンケート】

問12　このアンケートが届く以前、国家公務員倫理審査会が存在することについて、また、国家
　　公務員倫理審査会の活動内容について御存知でしたか。

問13　このアンケートが届く前に、公務員倫理ホットラインが倫理審査会に設置されていることを御存
　　知でしたか。

5.7%

3.4%

4.6%

37.3%

30.2%

35.1%

57.0%

66.4%

60.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

（n=1,000）

H27

（n=1,000）

H26

（n=1,000）

存在を知っており、
活動内容についても、

知っていた又は
ある程度知っていた

名前は知っていたが、
活動内容は知らなかった

又はよく知らなかった
存在を知らなかった

5.9%

7.0%

4.1%

94.1%

93.0%

95.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

（n=1,000）

H27

（n=1,000）

H26

（n=1,000）

知っていた 知らなかった



【市民アンケート】

○【問14で「通報しようと思う」と回答した者について】

○　【「通報しようと思う」と回答した者について】
以下の通報窓口のうち、どちらに通報しますか。該当するものを全てお選びください。
（複数回答可）

問14　倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為を発見した場合に、通報しようと思いますか。
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